
〈別紙１〉

介護保険負担割合率 1割負担 2割負担 3割負担 1割負担 2割負担 3割負担 1割負担 2割負担 3割負担

２時間～３時間 ４０４ ８０８ １２１２ ４６４ ９２７ １３９０ ５２６ １０５１ １５７６

３時間～４時間 ５１３ １０２６ １５３９ ５９６ １１９２ １７８８ ６７９ １３５７ ２０３５

４時間～５時間 ５８４ １１６７ １７５１ ６７８ １３５５ ２０３２ ７７１ １５４１ ２３１１

５時間～６時間 ６５７ １３１３ １９６９ ７７９ １５５７ ２３３６ ８９９ １７９８ ２６９７

６時間～７時間 ７５５ １５０９ ２２６３ ８９７ １７９７ ２６９１ １０３５ ２０７０ ３１０５

介護保険負担割合率 1割負担 2割負担 3割負担 1割負担 2割負担 3割負担

２時間～３時間 ５８６ １１７１ １７５７ ６４６ １２９２ １９３７

３時間～４時間 ７８４ １５６８ ２３５２ ８８９ １７７７ ２６６５ 、
４時間～５時間 ８９１ １７８１ ２６７２ １０１０ ２０２０ ３０２９

５時間～６時間 １０４２ ２０８２ ３１２４ １１８２ ２３６４ ３５４５

６時間～７時間 １２００ ２３９９ ３５９９ １３６１ ２７２２ ４０８３

1割負担 2割負担 3割負担

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） ２４ ４７ ７０

サービス提供体制強化加算（Ⅱ） １９ ３８ ５７

７ １３ １９

２６ ５１ ７６

介護職員等処遇改善加算Ⅰ（ロ）

４３ ８５ １２７

中重度者ケア体制加算 ２２ ４３ ６４

５９１ １１８２ １７７３

２５４ ５０７ ７６０

６２６ １２５２ １８７７

２８８ ５７６ ８６４

８３７ １６７４ ２５１０

４９９ ９９８ １４９７

２８５ ５７０ ８５５

１１６ ２３２ ３４８

２５４ ５０７ ７６０

２０２６ ４０５２ ６０７７

１３１９ ２６３８ ３９５７

入浴介助加算（Ⅰ） ４３ ８５ １２７

入浴介助加算（Ⅱ） ６４ １２７ １９０

重度療養管理加算 ２２ ４３ ６４

栄養アセスメント加算 ５３ １０６ １５９ 1月につき

栄養改善加算 ２１１ ４２２ ６３３ 月2回を限度

口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ） ２２ ４３ ６４

口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ） ６ １１ １６

口腔機能向上加算（Ⅰ） １５９ ３１７ ４７５

口腔機能向上加算（Ⅱ）イ １６４ ３２７ ４９１

1日につき

6月に1回を
　限度

月2回を限度

短期集中個別リハビリテーション 実施加算 
1日につき

認知症短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅰ）

認知症短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅱ）
1月につき

生活行為向上リハビリテーションマネジメント加算 

1月につき

リハビリテーション マネジメント加算(イ)(6ヶ月超）

リハビリテーション マネジメント加算(ロ)(6ヶ月以内）

リハビリテーション マネジメント加算(ロ)(6ヶ月超）

リハビリテーション マネジメント加算(ハ)(6ヶ月以内）

リハビリテーション マネジメント加算(ハ)(6ヶ月超）

事業所の医師が利用者又はその家 族に説明し、
利用者の同意を得た 場合

1日につき

要介護４ 要介護５

介護保険負担割合率

加算料金

1回につき

サービス提供体制強化加算（Ⅲ）

リハビリテーション提供体制加算 1日につき

リハビリテーション マネジメント加算(イ)(6ヶ月以内）

所定単位数×0.111
1月につき

利 用 者 負 担 説 明 書 2026年6月

介護保険指定施設をご利用される利用者のご負担は、介護保険の給付にかかる自己負担分と、保
険給付対象外の費用（食材料費、喫茶費教養娯楽費、行事費等）を利用料としてお支払い頂く２種
類があります。

なお、介護保険の保険給付となっているサービスは、利用を希望されるサービス毎に異なりま
す。また、利用者負担（自己負担分）は全国統一料金ではなく、所在地域によって異なりますし、
介護保険給付対象外の利用料も施設毎の設定となっております。当施設の利用者負担につきまして
は、以下のとおりとなっております。　                                        　　 単位：円

要介護利用者

要介護１ 要介護２ 要介護３

科学的介護推進体制加算



若年性認知症利用者受入加算 ６４ １２７ １９０ 1日につき

事業所が送迎を行わない場合 -５０ -９９ -１４９ 片道につき

退院時共同指導加算 ６３３ １２６６ １８９９ 1回につき

移行支援加算 １３ ２６ ３８ 1日につき

注1.感染症・災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じた場合、基本報酬の3％加算されます。

　2.上記金額については1円未満の端数計算により誤差が生じます。

要支援利用者

1割負担 2割負担 3割負担

要支援１ ２３９３ ４７８６ ７１７９

　　利用開始日の属する月から12カ月超　１２０単位/月減算

要支援２ ４４６１ ８９２１１３３８２

　　利用開始日の属する月から12カ月超　２４０単位/月減算

サービス提供体制強化加算Ⅰ（要支援１） ９３ １８６ ２７９

サービス提供体制強化加算Ⅰ（要支援２） １８６ ３７２ ５５７

サービス提供体制強化加算Ⅱ（要支援１） ７６ １５２ ２２８

サービス提供体制強化加算Ⅱ（要支援２） １５２ ３０４ ４５６

サービス提供体制強化加算Ⅲ（要支援１） ２６ ５１ ７６

サービス提供体制強化加算Ⅲ（要支援２） ５１ １０２ １５２

介護職員等処遇改善加算Ⅰ（ロ）

科学的介護推進体制加算 ４３ ８５ １２７

生活行為向上 リハビリテーション実施加算 ５９３ １１８６ １７７９

一体的サービス提供加算栄養改善及び口腔機能向上 ５０７ １０１３ １５２０

栄養アセスメント加算 ５３ １０６ １５９

栄養改善加算 ２１１ ４２２ ６３３

口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ） ２２ ４３ ６４

口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ） ６ １１ １６

口腔機能向上加算（Ⅰ） １５９ ３１７ ４７５

口腔機能向上加算（Ⅱ） １６９ ３３８ ５０７

若年性認知症利用者受入加算　 ２５４ ５０７ ７６０

退院時共同指導加算　 ６３３ １２６６ １８９９

注1.感染症・災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じた場合、基本報酬の3％加算されます。

　2.上記金額については1円未満の端数計算により誤差が生じます。

実費負担分（要介護・要支援）

昼食代(普通食)デザート付 ９００ ９００ ９００

      (ムース食)デザート付 ９５０ ９５０ ９５０

教養娯楽費 １００ １００ １００

◎行事費

１日につき

◎お休みの連絡（食事のキャンセル）は前日17時までに（月曜のお休みは土曜日の17時までに）

　　お願いします。当日のお休みは食事代を頂きます。

◎おむつ代　ご利用の際には、ご家庭でお使いの物をご持参下さい。緊急時のみ実費提供させて頂きます

新年会、夏祭り、クリスマス会等のイベントを行う際、事前にお知らせし、参加された場合に
その都度実費をご負担いただくことがあります。

加算料金

1月につき
所定単位数×0.111

6月に1回を
　限度

1月につき

1回につき

加算料金

介護保険負担割合率

基本料金


